
委 託 仕 様 書 

 

１ 委託事業名 

  脱炭素経営普及啓発シンポジウム事業 

 

２ 委託の目的 

2050 年のカーボンニュートラルの実現に向けて、ビジネスにおいても脱炭素経営に取

り組む動きが進展しており、県内企業を対象とした脱炭素経営に関する理解及び取組を

促進することにより、県民理解の促進及び県内の産業振興を図ることを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  委託契約締結の日から令和５年３月１７日まで 

 

４ 委託事業の内容 

(1)名称 脱炭素経営普及啓発シンポジウム（仮称） 

 ・イベント名については、実施内容に即した名称を新たに検討すること。 

 

(2)日程・開催会場 

・以下の日程で WEB ページへの公開によって開催するため、受託者は撮影会場関連費

用を支払うこと。 

① 日時 令和４年１２月２０日(火)９：００～令和５年２月２８日(火)１７：００ 

（上記時間は WEBページの公開から終了までの時間） 

②会場 WEBページを開設し事前収録した講演会等を配信する。 

 

(3)講演会の実施・収録 

・オンライン配信における講演会を以下の内容で実施。 

（講師及び講演のテーマは県が選定） 

  ・会場の準備、運営（関係者の昼食代を含む）及び撤収 

・受託者は講師の謝金・旅費の支払いを行うこと。 

① 基調講演：脱炭素に係る基礎知識の紹介を想定（１～３名） 

② 一般講演：中小企業のＣＮに係る国内の事例の紹介等を想定（２～５名） 

：グリーン新分野への先進事例の紹介を想定（１～２名） 

：水素の利活用促進に係る研究や実例の紹介を想定（１～３名） 

・収録の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症の感染防止に必要な以下の対策を

講じること。 

 ①ソーシャルディスタンス（人と人との距離が最低１メートル）が確保できる会場      

  のレイアウトとすること。 

②会場（入口及び場内）に消毒液を設置すること。また、演台等を複数人で共用す

る場合は、演者が交代するごとに演台やマイク等使用する設備を消毒すること。 

③予備用マスクを用意すること。 



④非接触型体温計を配置すること。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大により収録の実施が困難になった場合には、県と

協議のうえ実施方法を調整すること。 

 

 

（4）WEBページの作成 

・（3）で撮影した映像の編集作業を行い、動画を作成する。 

・完成までに、県及び取材対象者が確認する機会を複数回設け、適宜、修正指示を反

映させること。 

・専用の WEBページを作成し、参加者が閲覧できる状態とすること。 

 

(5)集客用の周知媒体の作成 

・シンポジウム集客用に以下の周知媒体作成業務を行う。 

①周知用チラシ（Ａ４サイズ）のデザイン・印刷 

（表面カラー・裏面は白黒の FAXでの参加申込用紙） 

印刷部数：6,000枚（印刷したチラシは県の指定する場所に納品すること） 

②周知用ポスターのデザイン・印刷 印刷部数：100部 

③WEB用の周知・申込ページの作成 

④その他の周知用媒体の企画と周知の実施 

   

 (6)集客及び集客状況の管理 

  ・シンポジウムの集客及び集客状況管理に関する以下の業務を行う。 

   ①集客目標数 ２００人 

②集客対象 

脱炭素社会に向けてＣＮ、省エネ関連の知識・情報を必要とする者 

（県民、脱炭素関連企業関係者、市町村等の行政関係者、環境関係団体ほか） 

   ③WEB及びその他の周知用媒体を活用した集客施策の実施 

④集客用 WEBページの集計・管理 

⑤FAX申込書の集計・管理 

⑥参加者アンケートの実施、集計 

 

(7)シンポジウム開催事業報告書の作成・提出 

・シンポジウムにおける講演会の結果をとりまとめた事業報告書を作成し、デジタル

データとともに提出する。 

 

５ 事業報告書等 

(1)委託事業の終了後に、委託事業完了報告書を提出すること。 

(2)委託事業完了報告書には、成果品として４(7)のシンポジウム開催事業報告書２０部

を作成し添付すること。また、同報告書及び４(4)で作成した講演動画をデジタルデー

タにしてＤＶＤ－Ｒ等の記録媒体（２枚）に収めて添付すること。 

 



６ 留意事項 

・委託事業の実施に当たっては、適宜、県との打合せの上、県の了承を得ること。 

・開催経費のうち、講師等の謝金・旅費については、県に支払額を確認すること。 

・本委託事業にて納品された動画（以下「成果品の動画」という。）の所有権、著作権

（著作権法第 21条から第 28条までに規定する権利をいう。）、利用権は全て県に帰属

するものとする。また、制作した動画の一部に第三者が権利を有する著作物を使用した

場合は、所有権、著作権、利用権等に関して必要な手続きを行い、使用料等の負担及び

責任は受託者において負うものとする。 

・県は、成果品の動画を期間の定めなく無償で、インターネット、ＤＶＤ、放送番組等の

あらゆる媒体、手段・方法により公表（公開・配布・放送等）することができるものと

する。 

・県は、成果品の動画の内容に改変する必要が生じた際は、受託者の承諾なく自由に改変

することができる。 

・委託仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、その都度、県と協議するこ

と。 


